
 

 

経 済 産 業 省 
 

２０２３０３１０貿局第１号 

輸入注意事項２０２３第５号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
 

 
「生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する場合の取扱いについて」（平成１１年６月

２８日付け輸入注意事項１１第２８号）等の一部を改正する規程を次のとおり制定す

る。 
 

令和５年３月２０日 
 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 木村 聡 
 
 
 
 

「生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する場合の取扱いについて」等の一部

改正について 
 
 
「生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する場合の取扱いについて」（平成１１年６月

２８日付け輸入注意事項１１第２８号）等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正す

る。 

 
 

附 則 
この規程は、令和５年３月２７日から施行する。 

 

 

 



 

 

（別紙１） 

「生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する場合の取扱いについて」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する場合の取扱いについて（平成１１年６月２８日付け輸入注意事項１１第２８号） 

改 正 後 現   行 

 

３ （略） 

（１） (略) 

（２） (略) 

   

 

（注１） (略) 

（注２）上記３（２）において税関に提出した書類に説明書（別紙様式４）

（ただし、ＩＣＣＡＴの電子漁獲証明システムの不具合による場合

は除く。）を付して、直ちに電子メールで経済産業省貿易経済協力局

農水産室へ提出してください。 

 

＜提出先＞ 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省貿易経済協力局農水産室 まぐろ担当宛て 

メールアドレス：bzl-tuna@meti.go.jp 

 

３ （略） 

（１） (略) 

（２） (略) 

   

 

（注１） (略) 

（注２）上記３（２）において税関に提出した書類に説明書（別紙様式４）

（ただし、ＩＣＣＡＴの電子漁獲証明システムの不具合による場合

は除く。）を付して、直ちに経済産業省貿易経済協力局農水産室へ

提出してください（電子メール又はＦＡＸに限る。）。 

 

＜提出先＞ 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省貿易経済協力局農水産室 まぐろ担当宛て 

メール：tuna@meti.go.jp ＦＡＸ：０３－３５０１－６００６ 

  

 

  



 

（別紙２） 

「生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入する場合の取扱いについて」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入する場合の取扱いについて（平成１２年５月１１日付け輸入注意事項１２第３９号） 

改 正 後 現   行 

 

３ （略） 

（１） (略) 

（２） (略) 

   

（注１） (略) 

（注２）上記３（２）において税関に提出した書類に説明書（別紙様式４）

を付して、直ちに電子メールで経済産業省貿易経済協力局農水産室

へ提出してください。 

 

＜提出先＞ 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省貿易経済協力局農水産室 まぐろ担当宛て 

メールアドレス：bzl-tuna@meti.go.jp 

 

３ （略） 

（１） (略) 

（２） (略) 

   

（注１） (略) 

（注２）上記３（２）において税関に提出した書類に説明書（別紙様式４）

を付して、直ちに経済産業省貿易経済協力局農水産室へ提出してく

ださい（電子メール又はＦＡＸに限る。）。 

 

＜提出先＞ 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省貿易経済協力局農水産室 まぐろ担当宛て 

メール：tuna@meti.go.jp ＦＡＸ：０３－３５０１－６００６ 

  

 

  



 

（別紙３） 

「生鮮又は冷蔵のめかじきを輸入する場合の取扱いについて」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○生鮮又は冷蔵のめかじきを輸入する場合の取扱いについて（平成１４年１２月９日付け輸入注意事項１４第６０号） 

改 正 後 現   行 

 

３ （略） 

（１） (略) 

（２） (略) 

   

（注１） (略) 

（注２）上記３（２）において税関に提出した書類に説明書（別紙様式４）

を付して、直ちに電子メールで経済産業省貿易経済協力局農水産室

へ提出してください。 

 

＜提出先＞ 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省貿易経済協力局農水産室 まぐろ担当宛て 

メールアドレス：bzl-tuna@meti.go.jp 

 

３ （略） 

（１） (略) 

（２） (略) 

   

（注１） (略) 

（注２）上記３（２）において税関に提出した書類に説明書（別紙様式４）

を付して、直ちに経済産業省貿易経済協力局農水産室へ提出してく

ださい（電子メール又はＦＡＸに限る。）。 

 

＜提出先＞ 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省貿易経済協力局農水産室 まぐろ担当宛て 

メール：tuna@meti.go.jp ＦＡＸ：０３－３５０１－６００６ 

  

 

  



 

（別紙４） 

「輸入割当証明書の再交付手続について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸入割当証明書の再交付手続について（平成１２年３月３１日付け輸入注意事項１２第１９号） 

改 正 後 現   行 

 

３ 提出方法 

(1) (略) 

(2)規則別表第２で定める輸入割当証明書の交付を受けた場合 

上記２に定める提出先に直接持参するか、又は郵便若しくは電子メ

ールで送付すること。 

 

３ 提出方法 

(1) (略) 

(2)規則別表第２で定める輸入割当証明書の交付を受けた場合 

上記２に定める提出先に直接持参するか、又は郵便若しくはファク

シミリで送付すること。 

  

 

  



 

（別紙５） 

「輸入承認証の再交付手続について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸入承認証の再交付手続について（平成１２年３月３１日付け輸入注意事項１２第２２号） 

改 正 後 現   行 

 

３ 提出方法 

(1) (略) 

(2)規則別表第２で定める輸入承認証の交付を受けた場合 

上記２に定める提出先に直接持参するか、又は郵便若しくは電子メー

ルで送付すること。 

 

３ 提出方法 

(1) (略) 

(2)規則別表第２で定める輸入承認証の交付を受けた場合 

上記２に定める提出先に直接持参するか、又は郵便若しくはファクシ

ミリで送付すること。 

  

 

 


